
 
 

三次市教育委員会告示 号 

 

 三次市臨時的任用教員に関する要綱の一部を改正する教育委員会告示（案）

新旧対照表 

改 正 案 現 行 

（任用） （任用） 

第３条  臨時的任用教員の任用

は，教育委員会        

           が行う。 

第３条  臨時的任用教員の任用

は，三次市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が行う。 

（賃金等） （賃金等） 

第４条 臨時的任用教員に支給す

る賃金は，基本賃金，扶養手当，

住居手当，通勤手当，特殊勤務 

第４条 臨時的任用教員に支給す

る賃金は，基本賃金，扶養手当，

住居手当，通勤手当，特殊勤務 

 手当及び賞与並びに教職調整額

（以下「賃金等」という。）と

する。 

 手当及び賞与並びに教職調整額

（以下「賃金等」という。）と

する。 

２～９ 略 ２～９ 略 

１０ 月の中途において任用された

臨時的任用教員のその月の賃金等

のうち，基本賃金及び教職調整額は 

                

                

                

 ，任用された日から起算して日割に

よって計算した額とする。 
                

            

１１ 月の中途において退職した臨

時的任用教員のその月の賃金等の

うち，基本賃金及び教職調整額は， 

                

                

                

 退職した日までの日割によって計

算した額とする。ただし，死亡によ 
                

                

 り退職した臨時的任用教員につい

てはこの限りでない。 
                

           

（休暇） （休暇） 

第６条 有給休暇は，次のとおり

とする。 

第６条 有給休暇は，次のとおり

とする。 

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略 

 ⑶ 特別休暇は，正規職員に準じて 

  取得できるものとする。ただし， 

  三次市職員の勤務時間，休暇等に 

⑶ 夏季特別休暇は，７月から

９月までの全期間在職する者

に３日付与し，中途任用者に 

  関する規則（平成１６年三次市規 

  則第５０号。以下「休暇等規則」 

  という。）第１４条第１項の表中 

 ついては，雇用期間１箇月に

つき１日付与する。この場合

において，任用期間が月の中 



 
 

  第３項の項，第４項の項，第１４  途に始まり，又は終わる場合 

  項の項，第１９項の項又は第２ 

  ０項の項に規定する特別休暇を 

  除く。 

 は，任用期間が１５日以上の

場合に１日とする。     

     

 ⑷ 前号本文に規定する特別休 

  暇のうち，休暇等規則第１４ 

  条の表中第１５項の項に掲げ 

⑷ 産前産後の休暇は，産前８

週間（多胎妊娠にあっては１

４週間）及び産後８週間を付 

  る特別休暇は，７月から９月 

  までの全期間在職する者に３ 

  日付与し，中途任用者につい 

 与する。          

               

               

  ては，雇用期間１箇月につき 

  １日付与する。この場合にお 

  いて，任用期間が月の中途に 

               

               

               

  始まり，又は終わる場合は， 

  任用期間が１５日以上の場合 

  に１日とする。 

               

               

         

                

                

                

⑸ 女子臨時的任用教員が生理

日において勤務することが著

しく困難である場合は，２日 

                

                

            

 を超えない範囲内においてそ

の都度必要と認められる期間

の休暇を付与する。 

                

                

                

⑹ 特別休暇は，公民権の行使，

結婚，忌引，交通機関の事故

その他の特別の事由により， 

                

           

 勤務しないことが適当である

場合に付与する。 

２ 略 ２ 略 

附 則 附 則 

この告示は，平成１６年４月１

日から施行する。 

この告示は，公布の日     

 から施行する。 

 


